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□
市
税
等
の
納
付
に
は
口
座
振
替
が

　
便
利
で
す

　

市
税
等
の
納
付
に
は
口
座
振
替
が

便
利
で
す
。
手
続
き
し
た
月
の
翌
月

の
納
期
分
か
ら
口
座
振
替
が
開
始
さ

れ
ま
す
。

〈
口
座
振
替
で
き
る
税
〉　
市
・
県

民
税
（
普
通
徴
収
）
、
固
定
資
産

税
・
都
市
計
画
税
、
軽
自
動
車
税
、

国
民
健
康
保
険
税

＊
納
期
が
過
ぎ
た
市
税
等
は
取
り
扱

い
で
き
ま
せ
ん

〈
申
込
み
〉　
預
貯
金
通
帳
、
届
出

印
、
納
税
通
知
書
を
お
持
ち
の
う

え
、
納
税
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
金

融
機
関
、
市
役
所
収
納
課
、
北
部
・

南
部
出
張
所
へ
。
振
替
は
納
期
限
日

に
行
い
ま
す
の
で
、
口
座
残
高
を
事

前
に
ご
確
認
く
だ
さ
い

b
収
納
課
（
第
二
庁
舎
３
階
）
☎
９

６
３
＝
９
１
４
１

□
平
成
30
年
度
分
の
市
・
県
民
税
に

　
つ
い
て

　

市
・
県
民
税
の
申
告
や
所
得
税
の

確
定
申
告
等
に
基
づ
い
て
、
平
成
３０

年
度
の
市
・
県
民
税
が
課
税
と
な
る

方
は
６
月
か
ら
ご
納
付
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
前
年
の
所
得
等
の
記
載
の
あ

る
３０
年
度
（
２９
年
分
）
の
市
・
県
民

税
課
税
（
非
課
税
）
証
明
書
の
交
付

の
開
始
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

▽
給
与
か
ら
の
特
別
徴
収
（
差
し
引

き
）
の
方
…
５
月
１５
日
㈫
か
ら　

▽

普
通
徴
収
の
方
…
６
月
６
日
㈬
か
ら

　

▽
公
的
年
金
か
ら
特
別
徴
収
（
差

し
引
き
）
の
方
…
６
月
１４
日
㈭
か
ら

　

交
付
の
開
始
ま
で
は
、
２９
年
度

（
２８
年
分
）
が
最
新
年
度
で
す
。
証

明
書
の
交
付
を
請
求
す
る
場
合
は
、

何
年
度
の
証
明
書
が
必
要
な
の
か
、

提
出
先
等
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

b
市
民
税
課
☎
９
６
３
＝
９
１
４
４

□
休
日
納
税
窓
口
を
開
き
ま
す

a
４
月
１
日
㈰
・
１５
日
㈰
、
５
月
６

日
㈰
、
午
前
９
時
〜
午
後
３
時　

d

収
納
課　

b
収
納
課
（
第
二
庁
舎
３

階
）
☎
９
６
３
＝
９
１
４
２

□
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
通
知
書

　
を
お
送
り
し
ま
す　

　

平
成
２９
年
度
の
年
税
額
に
変
更
が

あ
っ
た
方
や
新
た
に
課
税
さ
れ
た

方
、
納
付
方
法
を
変
更
さ
れ
た
方
に

通
知
書
と
納
付
書
を
４
月
１６
日
㈪
に

発
送
し
ま
す
。

b
国
民
健
康
保
険
課
☎
９
６
３
＝
９

１
４
６

□
仮
徴
収
額
決
定
・
変
更
通
知
書
を

お
送
り
し
ま
す

　

平
成
３０
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税

を
６
月
か
ら
新
た
に
年
金
か
ら
の
特

別
徴
収
で
納
付
さ
れ
る
方
に
仮
徴
収

額
決
定
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す
。

ま
た
、
３０
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税

を
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
で
納
付
さ

れ
る
予
定
だ
っ
た
方
の
う
ち
、
６
月

以
降
納
付
方
法
が
口
座
振
替
ま
た
は

納
付
書
で
の
支
払
い
に
変
更
と
な
っ

た
方
に
、
仮
徴
収
額
変
更
通
知
書
を

４
月
１６
日
㈪
に
発
送
し
ま
す
。

　

年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
を
口
座
振

替
に
変
更
す
る
場
合
は
、
国
民
健
康

保
険
課
ま
た
は
北
部
・
南
部
出
張
所

で
ご
申
請
く
だ
さ
い
。
す
で
に
年
金

か
ら
の
特
別
徴
収
で
納
付
さ
れ
て
い

る
方
も
変
更
で
き
ま
す
。
５
月
３１
日

㈭
ま
で
に
申
請
す
る
と
６
月
は
年
金

か
ら
の
特
別
徴
収
、
７
月
か
ら
は
口

座
振
替
に
変
更
と
な
り
ま
す
。

　

申
請
に
は
保
険
証
、
振
替
口
座
の

通
帳
と
届
出
印
（
新
た
に
口
座
振
替

を
お
申
し
込
み
の
方
の
み
）
が
必
要

で
す
。

b
国
民
健
康
保
険
課
（
第
二
庁
舎
１

階
）
☎
９
６
３
＝
９
１
４
６

□
医
療
費
の
お
知
ら
せ
を
お
送
り
し

　
ま
す

　

医
療
機
関
等
を
受
診
さ
れ
た
方
へ

「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
を
お
送
り

し
ま
す
。
医
療
費
を
把
握
し
、
健
康

管
理
に
つ
い
て
関
心
を
深
め
ま
し
ょ

う
。
ま
た
、
確
定
申
告
で
医
療
費
控

除
を
受
け
る
際
に
添
付
資
料
と
し
て

ご
使
用
に
な
れ
ま
す
。
再
発
行
は
で

き
ま
せ
ん
の
で
大
切
に
保
管
し
て
く

だ
さ
い
。

b
国
民
健
康
保
険
課
☎
９
６
３
＝
９

１
５
４

□
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
利
用
差
額

　
通
知
を
お
送
り
し
ま
す

　

１
月
診
療
分
の
う
ち
、
生
活
習
慣

病
（
高
血
圧
、
脂
質
異
常
症
、
糖
尿

病
）
に
関
す
る
薬
剤
で
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
に
切
り
替
え
た
場
合
、
自

己
負
担
額
が
３
０
０
円
以
上
の
削
減

が
見
込
め
る
方
に
通
知
を
お
送
り
し

ま
す
。

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
ご
希
望

の
方
は
医
師
や
薬
剤
師
と
相
談
し
、

積
極
的
に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

b
国
民
健
康
保
険
課
☎
９
６
３
＝
９

１
５
４

学
生
納
付
特
例
申
請
の

手
続
き
を
受
け
付
け
ま
す

国
民
年
金
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す

税
の
お
知
ら
せ

国
保
の
お
知
ら
せ

　

前
年
度
に
承
認
を
受
け
、
か
つ

在
学
予
定
期
間
が
終
了
し
て
い
な

い
方
に
日
本
年
金
機
構
か
ら
申
請

書
（
は
が
き
）
が
送
付
さ
れ
ま

す
。
内
容
を
確
認
の
う
え
、
必
要

事
項
を
記
入
し
、
日
本
年
金
機
構

に
ご
返
送
く
だ
さ
い
。
申
請
書
が

届
か
な
い
方
、
初
め
て
申
請
さ
れ

る
方
は
、
市
民
課
国
民
年
金
担
当

で
随
時
受
け
付
け
ま
す
。

〈
申
請
に
必
要
な
も
の
〉
　
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
が
確
認
で
き
る
も
の
、

健
康
保
険
証
、
年
金
手
帳
、
学
生

証
（
両
面
コ
ピ
ー
で
も
可
）
、
印

鑑
（
申
請
者
が
本
人
以
外
の
場
合

は
、
委
任
状
と
代
理
人
の
本
人
確

認
書
類
が
必
要
で
す
）

　

４
月
か
ら
、
国
民
年
金
保
険
料

が
月
額
１
万
６
４
９
０
円
か
ら
１

万
６
３
４
０
円
に
変
更
さ
れ
ま

す
。

b
越
谷
年
金
事
務
所
☎
９
６
０
＝

１
１
９
０
、
市
役
所
市
民
課
（
本

庁
舎
１
階
）
☎
９
６
３
＝
９
１
５

５

　

平
成
３０
年
４
月
か
ら
、
国
民
健

康
保
険
制
度
が
、
市
町
村
ご
と
の

運
営
か
ら
、
県
と
市
町
村
の
共
同

運
営
へ
変
わ
り
ま
し
た
。
県
が
財

政
運
営
の
責
任
主
体
と
な
り
、
安

定
的
な
財
政
運
営
や
効
率
的
な
事

業
運
営
の
確
保
等
の
国
保
運
営
に

中
心
的
な
役
割
を
担
い
、
制
度
の

安
定
化
を
図
り
ま
す
。
市
町
村
は

引
き
続
き
国
民
健
康
保
険
の
資
格

管
理
、
保
険
税
の
賦
課
・
徴
収
、

保
険
給
付
、
保
健
事
業
な
ど
を
行

い
ま
す
（
図
１
）
。

〈
変
わ
る
こ
と
〉　
▽
被
保
険
者

証
等
の
様
式
（
３０
年
８
月
か
ら
変

更
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
ま
で
、
従

来
様
式
の
被
保
険
者
証
等
を
ご
使

用
く
だ
さ
い
）　

▽
高
額
療
養
費

の
多
数
回
該
当（
※
）の
算
定
方
法

※
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
…
過

去
１２
カ
月
以
内
に
高
額
療
養
費
の

支
給
が
４
月
以
上
あ
る
場
合
に
、

自
己
負
担
限
度
額
が
引
き
下
げ
ら

れ
る
制
度
で
す
。
こ
れ
ま
で
は
、

他
市
町
村
へ
転
居
し
た
場
合
、
改

め
て
１
回
目
か
ら
数
え
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
３０
年
度
以
降
は
、
県
内

で
の
転
居
で
世
帯
の
継
続
性
が
保

た
れ
て
い
れ
ば
、
４
月
以
降
の
療

養
で
発
生
し
た
前
住
所
地
の
高
額

療
養
費
の
多
数
回
該
当
の
数
が
引

き
継
が
れ
ま
す
（
図
２
）

〈
変
わ
ら
な
い
こ
と
〉　
▽
療
養

費
の
申
請
、
職
場
の
健
康
保
険
に

加
入
し
た
場
合
な
ど
国
民
健
康
保

険
に
関
す
る
申
請
や
届
け
出
窓
口

は
引
き
続
き
市
町
村
で
す　

▽
国

民
健
康
保
険
税
納
税
通
知
書
の
送

付
元　

▽
国
民
健
康
保
険
税
の
納

付
先

〈
保
険
税
に
つ
い
て
〉　
県
か
ら

示
さ
れ
た
標
準
保
険
税
率
を
参
考

と
し
つ
つ
、
市
町
村
が
保
険
税
率

を
決
定
し
ま
す
。
３０
年
度
の
越
谷

市
の
保
険
税
率
は
、
検
討
し
た
結

果
、
据
え
置
き
と
し
ま
す

〈
赤
字
削
減
・
解
消
計
画
に
つ
い

て
〉　
埼
玉
県
国
民
健
康
保
険
運

営
方
針
で
、
「
決
算
補
填
等
目
的

の
法
定
外
一
般
会
計
繰
入
金
」
と

「
繰
上
充
用
金
の
増
加
額
」
を
削

減
・
解
消
す
べ
き
赤
字
と
し
、
赤

字
市
町
村
で
は
、
「
赤
字
削
減
・

解
消
計
画
書
」
を
作
成
し
て
、
で

き
る
限
り
赤
字
の
削
減
・
解
消
を

図
る
も
の
と
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

市
で
も
、
「
決
算
補
填
等
目
的
の

法
定
外
一
般
会
計
繰
入
金
」
を
２８

年
度
決
算
ベ
ー
ス
で
約
１２
億
８
０

０
０
万
円
計
上
し
て
お
り
、
３０
年

度
中
に
赤
字
削
減
・
解
消
計
画
を

検
討
・
策
定
し
ま
す

b
国
民
健
康
保
険
課
☎
９
６
３
＝

９
１
４
６

国
民
年
金
の
お
知
ら
せ

マイナンバーカード交付の
休日窓口を
開設します
〈日時〉　５月６日（日）、午前
９時～午後４時
〈場所〉　市民課マイナンバー
担当
〈対象者〉　個人番号カード交
付・電子証明書発行通知書兼
照会書が届いた方
〈予約受付〉　マイナンバーカ
ードの受け取りは事前に電話
予約が必要です。予約は随時
受け付けますので、電話で下
記へお問い合わせください
B市民課マイナンバー担当
☎940－8604

要予約

国
民
健
康
保
険
制
度
が

変
わ
り
ま
し
た

国保加入者

国保加入者
医療機関

市　町　村

市町村ごとの運営
①保険税の賦課

②保険税の納付

③保険給付（医療費の支払い、療養費の支給等）
④保健事業等の実施

○年齢が高く医療費水準が高い
○小規模な保険者が多い　など≪構造的な課題≫

旧制度

国保加入者

国保加入者
医療機関

市
　
町
　
村

埼
　
玉
　
県

県と市町村の共同運営
①保険税の賦課

③国保事業費
　納付金の支払い

④国保保険給付費等
　交付金の交付

②保険税の納付

⑤保険給付（医療費の支
　払い、療養費の支給等）
⑥保健事業等の実施

○被保険者証の発行などの資格管理
○標準保険税率を参考に保険税率を決定
○保険給付の決定、支給
○保健事業の実施　など

≪市町村の役割≫
○市町村ごとの
　•国保事業費納付金を決定
　•標準保険税率を算定・公表
○保険給付等必要額を市町村に全額交付　など

≪県の役割≫

新制度
平成30年4月1日

施行

•国の財政支援の拡充
•県が、国保の運営に中心的役割を果たす

旧制度
平成29年度 平成30年度

11月
◯ ◯ ◯ ● ◯ ◯

12月 1月 2月

多数回該当
（4月目）

県内市町村間
住所異動

県内市町村間
住所異動

多数回非該当
（1月目および2月目）

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

新制度（平成30年4月1日施行）
平成29年度 平成30年度

11月
◯ ◯ ◯ ● ◯ ●

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

多数回該当
（4月目）

多数回該当
（4月目）

平成30年度新制度施行後から起算

新制度施行

図1

図2


